




１．概 要 

この資料は、《いわぎん》データ伝送サービスにおける「総合振込」､「給与 （賞与） 振込」等の

データを、お客様のパソコン等と岩手銀行のコンピュータ間で送受信する場合のレコード・フォーマット

についてとりまとめたものです。 

パソコンの給与計算ソフトで作成した振込データやお取引先への振込データを、この資料に基づいて作

成することにより、直接銀行へ送信することができます。 

また、ご契約の口座に発生した取引の明細を受信してファイルに格納し、他のソフトで利用することが

できます。 

２．前提条件 

（1）データファイル 

ＭＳ－ＤＯＳフォーマットとします。 

（2）コード区分の扱い 

ヘッダーレコードで指定するコード区分は、ＪＩＳまたはＥＢＣＤＩＣとします。 

※インターネットＥＢサービス「ビジネスＷｅｂ」はＥＢＣＤＩＣ非対応のため、ＪＩＳコードで作

成してください。 

 (3）キャラクタコードの扱い 

全銀フォーマットで指定するキャラクタデータ入力項目は「英数カナ」のみで、漢字データおよびカ

ナ小文字は取り扱うことができません。 

３．データファイル構造 

（1）送信ファイルの構造 

送受信データのファイル構造は以下の通りです。 

① ファイルの形式 

ＭＳ－ＤＯＳで扱うことができる固定長レコードより構成される順編成ファイルとします。ただ

し、レコード長はデータ種別により決定します。 

② ファイルの構成 

各レコードの先頭 1バイトの「データ区分」によりレコードを識別し、以下のレコードにより構成

されます。 

データ区分 

 

 

  １  （ヘッダーレコード） 

 ２  （データレコード１） 

 ２  （データレコード２） 

 ２  （データレコードｎ） 

       

 ８  （トレーラレコード） 

 ９  （エンドレコード）  
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４．総合振込、給与（賞与）振込、預金口座振替（処理結果）の場合のレコード・フォーマット 

（1）ヘッダー・レコード 

記録

順序 項  目 桁 数 記 録 内 容 

1 データ区分 Ｎ（1） 「1」：ヘッダー・レコード 

2 種別コード Ｎ（2） 「21」：総合振込 

「11」：給与振込 

「12」：賞与振込 

「91」：預金口座振替 

3 コード区分 Ｎ（1） 「0」：ＪＩＳコード、「1」：ＥＢＣＤＩＣ 

※ビジネスＷｅｂはＥＢＣＤＩＣ非対応です。 

4 振込依頼人コード 

（委託先コード） 

Ｎ（10） 銀行より通知のコード 

右詰め残り前「0」とする。 

5 振込依頼人名 

（委託先名） 

Ｃ（40） ①会社名をカナ・英数字で入力。 

②左詰め残りスペースとする。 

6 振込（引落）日 Ｎ（4） ①月、日を記録する。 

②右詰め残り前「0」とする。 

（例）3月 3日→「0303」 

③銀行営業日とする。 

 定例日が土日祭日に該当し、ずれ込む場合は実

際の振込（引落）日を記録する。 

7 仕向（取引）銀行コード Ｎ（4） 「0123」：岩手銀行 

8 仕向（取引）銀行名 Ｃ（15） 「イワテ」左詰め残りスペースとする。 

9 仕向（取引）支店番号 Ｎ（3） 銀行より通知の統一支店番号 

10 仕向（取引）支店名 Ｃ（15） 銀行より通知の統一店名をカナ・英数字で記録す

る。左詰め残りスペースとする。 

11 預金種目（委託者） Ｎ（1） 「1」：普通預金   

「2」：当座預金 

「9」：その他 

12 口座番号（委託者） Ｎ（7） 総合振込・給与（賞与）振込の場合には資金決済

口座、口座振替の場合には資金入金口座を記録す

る。 

13 ダミー Ｃ（17） 「スペース」を記録する。 

（120バイト） 

 

（注）Ｎ（数字項目）は右詰めとし、残りは「0」とする。 

     Ｃ（カナ項目）は左詰めとし、残りはスペースとする。 
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７．地方税納入の場合のレコード・フォーマット 

 

－ 11 － 

 

（1）ヘッダー・レコード 

記録

順序 項  目 桁 数 記 録 内 容 

1 データ区分 Ｎ（1） 「1」：ヘッダー・レコード 

2 種別コード Ｎ（2） 「99」：地方税納入 

3 コード区分 Ｎ（1） 「0」：ＪＩＳコード、「1」：ＥＢＣＤＩＣ 

※ビジネスＷｅｂはＥＢＣＤＩＣ非対応です。 

4 委託者コード Ｎ（10） 銀行より通知のコード 

5 取引支店番号 Ｎ（3） 取引支店の番号 

6 納付期限 Ｎ（6） 「年・月・日」（和暦） 

7 納付月分 Ｎ（4） 「年・月」（和暦） 

8 特別徴収義務者名 Ｃ（40） 20桁ずつ 2桁で表示 

9 特別徴収義務者の所在地 Ｃ（50） 15・15・20桁ずつ 3行で表示 

10 ダミー Ｃ（3） 「スペース」 

（120バイト） 

 

（2）データ・レコード 

記録

順序 項  目 桁 数 記 録 内 容 

1 データ区分 Ｎ（1） 「2」：データ・レコード 

2 市区町村コード Ｎ（6）  

3 市区町村名 Ｃ（15）  

4 指定番号 Ｃ（15） 市区町村指定の番号 

5 移動の有無 Ｎ（1） 「0」：移動無、「1」：移動有 

6 給与税額 件数 Ｎ（5）  

金額 Ｎ（9）  

7 退職税額 件数 Ｎ（5） 「00000」 

金額 Ｎ（9） 「000000000」 

8 合計税額 件数 Ｎ（5）  

金額 Ｎ（9）  

9 退職明細 人員 Ｎ（3） 「000」 

支払金額 Ｎ（10） 「0000000000」 

市町村民税 Ｎ（9） 「000000000」 

都道府県税 Ｎ（9） 「000000000」 

10 ダミー Ｃ（9） 「スペース」 

（120バイト） 

（注）退職に伴う地方税の納入はご利用できません。 
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振込における法人・営業所・事業略語一覧表 

 
（2019年9月1日現在） 
（2019年9月1日現在） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

用   語 略   語 用   語 略   語 

〔１．法人略語〕 

株 式 会 社 

有 限 会 社 

合 名 会 社 

合 資 会 社 

合 同 会 社 

医 療 法 人 ほ か  ※ １ 

財 団 法 人 ほ か  ※ ２ 

社 団 法 人 ほ か  ※ ３ 

宗 教 法 人 

学 校 法 人 

社 会 福 祉 法 人 

更 生 保 護 法 人 

相 互 会 社 

特 定 非 営 利 活 動 法 人 

独 立 行 政 法 人 

弁 護 士 法 人 

有 限 責 任 中 間 法 人 

無 限 責 任 中 間 法 人 

行 政 書 士 法 人 

司 法 書 士 法 人 

税 理 士 法 人 

国 立 大 学 法 人 

農 事 組 合 法 人 

公 立 大 学 法 人 

管 理 組 合 法 人 

社 会 保 険 労 務 士 法 人 

中 期 目 標 管 理 法 人 

国 立 研 究 開 発 法 人 

行 政 執 行 法 人 

 

カ 

ユ 

メ 

シ 

ド 

イ 

ザ イ 

シ ヤ 

シ ユ ウ 

ガ ク 

フ ク 

ホ ゴ 

ソ 

ト ク ヒ 

ド ク 

ベ ン 

チ ユ ウ 

チ ユ ウ 

ギ ヨ 

シ ホ ウ 

ゼ イ 

ダ イ 

ノ ウ 

ダ イ 

カ ン リ 

ロ ウ ム 

モ ク 

ケ ン 

シ ツ 

〔２．営業所略語〕 

営 業 所 

出 張 所 

 

エ イ 

シ ユ ツ 

  

〔３．事業略語〕  

連 合 会 

共 済 組 合 

協 同 組 合 

生 命 保 険 

海 上 火 災 保 険 

火 災 海 上 保 険 

健 康 保 険 組 合 

国 民 健 康 保 険 組 合 

国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会 

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 

厚 生 年 金 基 金 

従 業 員 組 合 

労 働 組 合 

生 活 協 同 組 合 

食 糧 販 売 協 同 組 合 

国 家 公 務 員 共 済 組 合 連 合 会 

農 業 協 同 組 合 連 合 会 

経 済 農 業 協 同 組 合 連 合 会 

共 済 農 業 協 同 組 合 連 合 会 

漁 業 協 同 組 合 

漁 業 協 同 組 合 連 合 会 

公 共 職 業 安 定 所 

社 会 福 祉 協 議 会 

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 

有 限 責 任 事 業 組 合 

レ ン 

キ ヨ ウ サ イ 

キ ヨ ウ ク ミ 

セ イ メ イ 

カ イ ジ ヨ ウ 

カ サ イ 

ケ ン ポ 

コ ク ホ 

コ ク ホ レ ン 

シ ヤ ホ 

コ ウ ネ ン 

ジ ユ ウ ク ミ 

ロ ウ ク ミ 

セ イ キ ヨ ウ 

シヨクハンキヨウ 

コクキヨウレン 

ノウキヨウレン 

ケ イ ザ イ レ ン 

キヨウサイレン 

ギ ヨ キ ヨ ウ 

ギ ヨ レ ン 

シ ヨ ク ア ン 

シ ヤ キ ヨ ウ 

ト ク ヨ ウ 

ユ ウ ク ミ 

 

※１.医療法人社団・医療法人財団・社会医療法人を含む  

※２.一般財団法人・公益財団法人を含む  

※３.一般社団法人・公益社団法人を含む 

 

１. [１.法人略語]  ［２.営業所略語］は、略語にカッコを付して使用する。 

・略語の前に文字がない場合  (株)岩手建設   → カ）イワテケンセツ 

・略語の後に文字がない場合  岩手商事（株） → イワテシヨウジ（カ   

・略語の後に文字がある場合  岩手食品(株)久慈営業所 → イワテシヨクヒン（カ）クジ（エイ 

２.［３.事業略語］は、カッコを付さず法人固有名称と続けて使用する。 

・岩手生命保険   → イワテセイメイ  市民生活協同組合   → シミンセイキヨウ    

 

 

  
 




